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指定保障措置検査等実施機関の役員の選任の認可について（案） 

 

令和2年6月17日 

原子力規制委員会 

１．背景 

○ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原

子炉等規制法」という。）第61条の23の11の規定に基づき、指定保障措置検査等実施機関の

役員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じないとされている。 

○ 6月1日、指定保障措置検査等実施機関である公益財団法人核物質管理センター（以下「核管

センター」という。）から、別添1のとおり役員9名のうち8名（常勤理事3名、非常勤理事

5名）の選任の認可申請がなされたため、今般、本申請に対する認可の可否について判断を行

うこととする。 

○ なお、上記8名は任期（2年）満了に伴う選任である。 

 

２．申請の概要 

○ 核管センターは、以下8名の役員を5月 22 日までに評議員会（書面）で選任した。任期は、

平成31年度に関する定時評議員会の終結の時（令和2年6月26日予定）から、選任後２年内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までである。 

＜理事長＞ 

 下村 和生 （現職、■歳）【再任】 

   

＜業務執行理事＞ 

 久野 祐輔 （元国際原子力機関保障措置局保障措置分析サービス部長、■歳）【新任】 

 小林 功  （核管センター検査管理室長、■歳）【新任】 

 

＜非常勤理事＞ 

 秋山 信将 （国立大学法人一橋大学大学院法学研究科教授 兼 国際・公共政策大学院 

教授、■歳）【新任】 

 牛田 克己 （核管センター業務執行理事、■歳）【再任】 

 内山 洋司 （一般社団法人日本エレクトロヒートセンター会長、■歳）【再任】 

 海老原 充 （早稲田大学教育・総合科学学術院理学科地球科学専修教授、■歳）【再任】 

 木下 雅仁 （一般社団法人日本原子力産業協会事務局長兼国際部長、■歳）【再任】 

 

○ 今回選任された8名については、「（公財）核物質管理センターにおける役員候補の選考の考え

方について」（別添2）に基づき、理事会が作成した役員候補者名簿の中から、評議員会により

選任された（別添3）。 

 

○ なお、上記8名の他、1名の非常勤監事である髙本 学 （一般社団法人日本電機工業会専務

理事、■歳）の任期は4年であり、現任期は平成30年 6月 27日から開始していることから、
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今回は選任の対象外である。 

 

３．役員の選任の認可の考え方 

○ 原子炉等規制法第61条の23の5第3号の欠格事項に抵触していないこと。 

・原子炉等規制法違反により刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることのなくな

った後、2年を経過していない者 

・原子炉等規制法第61条の23の12の命令により解任され、解任の日から2年を経過してい

ない者 

○ 原子炉等規制法第61条の23の4第3号に規定する保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支

障を及ぼすおそれがない役員の構成であること。 

○ 「退職管理基本方針について」（平成22年 6月 22 日閣議決定）に沿って役員の選任が行われ

ていること。 

 

４．審査結果 

○ 以下のとおり、核管センターの役員8名の選任について認可して問題ない。 

 選任された役員8名について、原子炉等規制法第61条の23の5第3号の欠格事項に抵触

する者はいないことを確認した。 

 選任された役員8名について、別添1の役員の選任理由のとおり十分な中立性等を有する

ことから、原子炉等規制法第61条の23の 4第 3号に規定する保障措置検査等実施業務の

適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない役員の構成であると考えられる。 

 理事長及び牛田理事は府省退職者であるが、再任であり、「退職管理基本方針について」に

おいて示されている公募による選任が必要な状況ではないことを確認した。 

 

５．認可処分の取扱い 

○ 以上を踏まえ、本申請は原子炉等規制法第61条の23の 11第1項の規定に基づき、別添4の

とおり認可することとする。 

 

以上 


















































